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取
り
付
け
ま
し
た
か
？
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住
宅
用
火
災
警
報
器

　

消
防
法
の
改
正
に
よ
り
、
平
成
二
十
年

六
月
一
日
か
ら
す
べ
て
の
住
宅
に
「
住
宅

用
火
災
警
報
器
」
の
設
置
が
義
務
付
け
ら

れ
て
い
ま
す
。

　

平
成
二
十
年
中
に
、
全
国
で
五
万
二
千

三
百
九
十
四
件
の
火
災
が
発
生
し
千
九
百

六
十
九
人
の
尊
い
命
が
犠
牲
に
な
り
ま
し

た
。

　

一
般
住
宅
と
併
用
住
宅
の
火
災
は
一
万

二
千
十
一
件
発
生
し
、千
百
二
十
三
人（
自

殺
者
を
除
く
）
が
亡
く
な
り
ま
し
た
。
住

宅
火
災
に
よ
る
死
者
の
う
ち
、
六
十
五
歳

以
上
の
高
齢
者
が
七
百
十
人
と
約
六
割
を

占
め
、
死
者
の
発
生
し
た
経
過
を
み
る
と
、

逃
げ
遅
れ
六
百
六
十
七
人
、
着
衣
着
火
六

十
人
、
出
火
後
再
進
入
二
十
五
人
、
そ
の

他
三
百
七
十
一
人
と
な
っ
て
お
り
、
火
災

に
気
づ
か
ず
逃
げ
遅
れ
に
よ
っ
て
亡
く

な
っ
た
方
が
圧
倒
的
に
多
い
の
が
分
か
り

ま
す
。

◎
住
宅
用
火
災
警
報
器
と
は

　

住
宅
用
火
災
警
報
器
と
は
住
宅
内
で

発
生
し
た
火
災
（
煙
ま
た
は
熱
）
を
感

知
し
、
音
や
音
声
、
光
に
よ
っ
て
居
住

者
に
知
ら
せ
る
警
報
器
で
す
。

◎
設
置
場
所

　

取
り
付
け
る
場
所
は
主
に
寝
室
で
す
。

二
階
に
寝
室
が
あ
る
家
は
、
寝
室
の
ほ

か
に
階
段
の
上
部
に
も
取
り
付
け
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
自
動
火
災
報
知
設

備
が
設
置
さ
れ
て
い
る
家
に
は
住
宅
用

火
災
警
報
器
を
設
置
す
る
必
要
は
あ
り

ま
せ
ん
。

　

寝
室
と
階
段
に
は
煙
感
知
式
の
警
報

器
を
取
り
付
け
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

※　

台
所
で
は
熱
感
知
式
の
警
報
器
で
も

　

可
（
任
意
設
置
）。

◎
購
入
す
る
に
は

　

消
防
署
で
は
販
売
し
て
い
ま
せ
ん
。

近
く
の
ホ
ー
ム
セ
ン
タ
ー
、
ガ
ス
器
具

販
売
店
、
防
災
設
備
取
扱
い
店
、
家
電

販
売
店
な
ど
で
購
入
し
て
く
だ
さ
い
。

◎
消
防
署
か
ら
の
注
意
事
項

　

違
法
な
価
格
で
販
売
す
る
悪
質
販
売

業
者
が
発
生
し
て
い
ま
す
。
消
防
署
が

訪
問
販
売
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

訪
問
販
売
業
者
に
対
し
て
お
か
し
い
と

思
っ
た
ら
は
っ
き
り
購
入
を
断
っ
て
く

だ
さ
い
。

　

各
地
か
ら
住
宅
用
火
災
警
報
器
を
設

置
し
た
こ
と
に
よ
り
、
被
害
を
最
小
限

度
に
抑
え
ら
れ
た
事
例
が
寄
せ
ら
れ
て

ま
す
。
一
日
も
早
い
「
住
宅
用
火
災
警

報
器
」
設
置
を
し
て
く
だ
さ
い
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

知
多
中
部
広
域
事
務
組
合
消
防
本
部

予
防
課　
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住宅用火災警報器

２階建て住宅
　火災警報器設置場所

は設置場所です 
※　知多半島では台所の設置義務はありません 

居　間 

寝　室 

寝　室 

階
段
上
部 

台　所 

（任意） 


